
京都府立医科大学大学院保健看護学研究科 

博士後期課程の学位に関する取扱内規 

 

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ３ 日  

保健看護学研究科教授会議 

 

   第１章 総則 
 （目的） 
第 １ 条 本内規は、京都府立医科大学大学院学則（以下「学則」という。）、京都府立医科大学学位規
程（以下「学位規程」という。）、京都府立医科大学大学院保健看護学研究科博士後期課程授業科目履
修規程（以下「履修規程」という。）、京都府立医科大学大学院保健看護学研究科博士論文審査取扱要
領（以下「論文審査取扱要領」という。）に定めるもののほか、京都府立医科大学大学院保健看護学研
究科博士後期課程（以下「博士後期課程」という。）における学位論文の作成等に対する指導（以下「研
究指導」という）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 
   第２章 研究指導 
 （研究指導教員） 
第 ２ 条 博士後期課程の研究指導は、原則として当該学生を指導する特別研究単位認定教員（以下「研
究指導教員」という。）及び研究指導の補佐を行う副研究指導教員２名の計３名で行うものとし、副
研究指導教員は、特別研究を担当する教員から研究指導教員が指名する。 

２ 学生は、別記様式第１号により、希望する研究分野および研究指導教員を申し出ることとする。た
だし、出願時における事前相談等連絡票もしくは入学志望書に記載した志望研究分野および教員と現
在の希望が同一である場合、別記第１号様式を提出しないことができる。 

３ 研究指導教員は、保健看護学系研究委員会（以下「研究委員会」という。）において決定の上、大
学院保健看護学研究科教授会（以下「教授会」という。）に報告するものとする。また、研究指導教
員は、指名した副研究指導教員について、別記様式第２号により示し、研究委員会に報告するものと
する。 

４ 研究指導教員および副研究指導教員の変更は原則として認めない。ただし、やむを得ない事情があ
る場合は、研究委員会での決議に基づき、これを変更することができるものとし、変更した内容につ
いては教授会に報告するものとする。 

 （研究計画の作成） 
第 ３ 条 学生は、研究課題を決定の上、研究指導教員による指導の下、研究計画書発表会に向けて研
究計画の立案を図り、研究計画書を作成しなければならない。 

  なお、作成は、京都府立医科大学医学倫理審査委員会（以下「倫理審査委員会」という。）規程に
定める別記第１号様式により行うものとする。 
（APRIN eラーニングプログラムの履修） 

第 ４ 条 学生は、研究倫理に関する国際標準の知識を身につけるため、APRIN e ラーニングプロ
グラム (CITI Japan)に登録し、これを終了しなければならない。 
（研究計画書発表会） 

第 ５ 条 学生が作成した研究計画書に関し、研究指導教員および副研究指導教員以外の教員からも指
導を受け、内容の改善、向上を図る機会として、１年次の１月末までに研究計画発表会を開催する。  
同発表会において学生は、自らの研究計画書を発表しなければならない。 

  また、学生は、別記様式第３号により、研究計画発表会開催月の教授会議開催日までに、研究指導
教員に対し、研究題目届を提出しなければならない。 

  なお、同発表会は原則年２回（９月、１月）開催するものとし、日時等詳細は、研究委員会におい
て決定の上、教授会に報告するものとする。 
（研究計画書の提出） 

第 ６ 条 学生は、発表会における意見等を踏まえ修正した研究計画書に別記様式第４号を付して、第
７条に規定する研究計画書審査会開催日までに研究指導教員に対し提出しなければならない。また、
研究指導教員は、提出を受けた研究計画書を研究計画書審査会に付議しなければならない。 



 

 

（研究計画書審査会） 
第 ７ 条 学生から提出された研究計画書の審査を目的として、発表会の実施日から１ヶ月以内に研究
計画書審査会を組成し、開催する。同審査会において学生は、自らの研究計画に関する発表を行うと
ともに審査委員からの口頭試問に応答し、審査委員は、書面で提出された研究計画書の内容に加え、
学生の発表及び口頭試問の結果に基づき、評価を行うものとする。 

  なお、審査委員は、研究指導教員を含む博士後期課程の研究指導担当教員３名がこれに当たり、審
査委員の選出は、研究委員会において決定の上、教授会に報告するものとする。 

  また、審査委員は、別記様式第５号に基づき審査結果を教授会に諮り、その決議を経なければなら
ない。 

 （研究の開始） 
第 ８ 条 学生は、倫理審査委員会の許可を経て、研究に着手することができる。 
（中間発表会） 

第 ９ 条  学生が行う研究進捗の確認や今後の方向性に対する幅広い教示等を目的として、２年次の２
月に中間発表会を開催する。学生は、別記様式第６号を、別途定める時期までに教育支援課に提出の
上、同発表会において自らの研究内容に関する発表を行わなければならない。 

  中間発表会は、外部非公開とし、当該学生及び第７条に規定する審査委員の出席を以って実施する
が、保健看護学系研究委員長もしくは研究指導教員の判断により、本学の他の教員及び保健看護学研
究科生の参加を可能とする。 

 
   第３章 その他 
 （長期履修制度を活用する学生） 
第１０条 長期履修制度を活用する学生に係る中間発表会の開催時期は、第９条に関わらず、当該学生
の研究の進捗状況を勘案し、２年次の２月から４年次の９月までの間で別途設定する。 
（各条で規定する時期） 

第１１条 各条で規定する時期の時日については、研究委員会において決定する。 
 
 
    附則 
 この取扱内規は、平成３１年４月２３日から施行する。 
 
    附則 
 この取扱内規は、令和⒌年４月１日から施行する。 

 


